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令和７年２月１２日 

 

 

件名  盛土規制法の運用開始について                                    

 

市は４月１日から、市内全域を宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域に指定

し、盛土規制法の運用を開始します。 

これまでも、本市では、土砂条例により、面積５００㎡、高さ１ｍ等を規制対象として、

不適切な残土の埋め立てや不法な盛土を規制してきましたが、 

・面積に関係なく、高さ２ｍ超となる盛土や切土で高さが２ｍ超の崖を生じるものなど

を規制対象とします。 

・法に違反した場合は、最大で３年以下の懲役または１，０００万円以下の罰金や最大

で３億円の罰金とする法人重科を措置するなど罰則規定を強化します。 

など、今後は新たに施行された盛土規制法により、危険な盛土等の規制をより一層強化し

ていきます。 

 

なお、令和７年４月１日以降に、一定規模以上の盛土等を行う場合には、工事着手前に

盛土規制法の許可が必要となり、４月１日時点で工事中の盛土やストックヤード等につい

ても、届出が必要な場合があります。 

規制区域や規制内容など詳しくは、添付資料をご確認ください。 

 

また、２月２１日（金）に、市総合保健センターにて関係者を対象とした盛土規制法の

運用に係る説明会を開催いたしますので、取材・報道をよろしくお願い申し上げます。 
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